


国家賠償請求事件について

－県立高校プールでの飛び込み事故－

Ⅰ 事件の概要Ⅰ 事件の概要Ⅰ 事件の概要Ⅰ 事件の概要

１ 県立畝傍高校の卒業生（水泳部ＯＧ）が、高校の水泳部の練習に参加した際、スタート台

横付近から飛び込みを行ったところ、プール底面に頭部を打ちつけ頚髄損傷の傷害を負った。

これに関して、プールの設置又は管理の瑕疵によるものとして、損害賠償（2億1504万8

91円）を求める訴訟が提起された。

２ 平成28年4月28日の第一審判決では、本件プールの設置又は管理の瑕疵が認められたが、

原告にも注意義務があったとして、原告の過失割合を60％とみるのが相当であるとされた。

（賠償額 6691万7684円）

３ 原告がこの判決を不服として控訴

・入通院慰謝料319万円の請求を追加

・原判決は、控訴人の過失割合を60％としているがあまりに過大。20％を超えるもの

ではない。

損害賠償請求額 1億4000万円

Ⅱ 県の対応案Ⅱ 県の対応案Ⅱ 県の対応案Ⅱ 県の対応案

附帯控訴する

（理由）

・第一審判決では、原告の過失割合が60％、設置者（県）の過失割合が40%と判断され

たことから、県としては、事故の再発防止に努めることが重要であると考え、同判決

を真摯に受け止め、控訴期限内に県側から控訴することを見送った。

なお、原告の控訴があった場合には、控訴理由を考慮して附帯控訴を検討することと

した。

・今回、原告からの控訴を受け、その内容を検討したところ、あまりに過大な請求であ

ると考えられることから、県としては、施設の設置又は管理の瑕疵、並びに過失割合

について議論を進め、再度司法の判断を仰ぐ。※附帯控訴とは、原告・被告の一方だけが控訴した場合に、控訴審の口頭弁論の終結までの間、他の一方からも第１審判決に対する不服の申し立てを認めるもの。控訴人が控訴を取り下げると、附帯控訴も失効する。（民事訴訟法第２９３条）
Ⅲ 今後のスケジュールⅢ 今後のスケジュールⅢ 今後のスケジュールⅢ 今後のスケジュール

平成28年8月初旬 知事専決処分

平成28年8月中旬 附帯控訴状及び答弁書提出

平成28年9月2日（金） 第１回口頭弁論

平成28年9月 定例県議会に専決処分を報告


